
 平成２２年 第７回宇都宮市教育委員会会議録 

 

１ 日時    平成２２年５月２１日（金） 開始時刻 午後１時００分 

２ 場所    宇都宮市役所１３階 教育委員室 

３ 出席委員  藤原委員長，石井委員，大場委員，大矢委員，伊藤教育長 

４ 説明員   岡本教育次長，水越教育監，奈良部スポーツ交流担当副参事 

須藤教育企画課長，小関教育企画課総務担当主幹 

浪花教育企画課地域学校園担当主幹，伊沢学校管理課長 

小堀学校教育課長,片桐学校健康課長，鈴木生涯学習課長 

増渕生涯学習課図書館担当主幹 

高橋文化課長，荒川スポ―ツ振興課長，矢田部教育センター所長 

５ 書記    阿久津総務担当副主幹，君島教育企画課長補佐，田邉係長，  

        平山主任，赤羽主任主事 

 

６ 傍聴者   ３名 

７ 議題 

（1）審議事項  

議案第１４号 教育委員会に係る議会の議決を経るべき事件の意見の提出について 

議案第１５号 宇都宮市生涯学習センター運営審議会委員の解職及び委嘱について 

議案第１６号 「宇都宮市就学指導委員会」委員の解職及び委嘱について 

（2）報告事項 

  報告第４２号 教育行政相談の内容と対応について 

同 第４３号 平成 21 年度の学校給食費滞納対策の結果について 

 (3) その他 

①ザ・コレクション・ヴィンタートゥールについて 
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８ 議事の内容 
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ただいまから，平成２２年第７回宇都宮市教育委員会を開会しま

す。 

 会議録署名委員の指名 大場委員，大矢委員 

 前回の第６回の教育委員会の会議録について，御意見などあります

か。 

（特になし，全員了承） 

会議録を承認します。 

 次に，本日の案件のうち， 

審議第１４号「教育委員会に係る議会の議決を経るべき事件の意見の

提出について」 

審議第１５号「宇都宮市生涯学習センター運営審議会委員の解職及び

委嘱について」  

報告第１６号「「宇都宮市就学指導委員会」委員の解職及び委嘱につ

いて」 

報告第４２号「教育行政相談の内容と対応について」は， 

意思形成過程のもの及び個人情報に関する内容のものが含まれます

ので非公開としてよろしいか。 

（全員賛成） 

全員賛成ですので非公開とします。 

 これらの案件については，３の「その他」の案件が終了したあとに

お願いしたいと思います。 

 

それでは，報告事項に入ります。 

報告第４３号「平成 21 年度の学校給食費滞納対策の結果について」

説明願います。  

 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

経済的以外の滞納の理由は何か。 

納期限が守られていない者，例えば納期限までに支払うのをうっか

り忘れてしまった者，また，収入はあるけれども家庭の事情で支払う

事ができないなどの理由が挙げられる。各家庭の状況に応じて対応し

ているところである。 

以前のように，支払能力があっても支払わない人はいなくなったと

いうことか。 

給食費の滞納問題がとり立たされる前は，給食費を滞納しても問題

ないと安易に考えている人もいたが，社会問題として扱われるように

【説明要旨】 

 平成２１年度の学校給食費滞納対策の結果（平成２２年３月

３１日現在）について説明 

 ２
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なってからは，払わなくてはいけないという意識が根付いてきて，皆

払う意思を示すようになった。 

このとおり決定してよろしいか。（全員了承） 

それでは，報告第４３号を決定いたします。 

 

次に，その他の案件のうち説明を要するものに入ります。 

その他（１）「ザ・コレクション・ヴィンタートゥールについて」説

明願います。 

 

 

 

説明が終わりましたが，質疑などありますか。 

総計で何点の作品が展示されるのか。 

９０点の作品が展示される予定となっている。 

１番の目玉は。 

パンフレットにも記載されているとおり，モネ，ルノアール，ゴッ

ホ，ピカソなどの有名な作品が展示されることである。 

素晴らしい作品とされる判断基準は。 

スイスには目利きの人がたくさんおり，その人たちの目を通したコ

レクションがあちこちにある。小さな美術館でも素晴らしい作品を所

有している。モネやルノワールの作品の中でも更に卓越したものを今

回のコレクションに持ってきているのではないか。 

非常に楽しみである。今回のコレクションは小倉遊亀展のようにＮ

ＨＫの日曜美術館で採り上げられるのか。 

今のところ予定はない。 

このとおり承認してよろしいか。（全員了承） 

それでは，その他（１）を承認いたします。 

 

以上で公開できる案件の審議を終了いたします。 

 

 議案第１３号，報告第３４号については，意思形成過程のもの及び

個人情報に関する内容のものが含まれるため，非公開といたします。

傍聴者の方は，御退席をお願いいたします。（傍聴者 退席） 

 

・・・（非公開の審議の開始）・・・ 

  

 

・・・（非公開の審議の終了）・・・ 

 

 次に，委員の皆様からご意見などあればお願いします。（特になし）

【説明要旨】 

 ザ・コレクション・ヴィンタートゥールについて出展される

展示品についての説明 

 ３
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ほかにないようですので，事務局から何かございますか。 

〔次回教育委員会の開催について〕 

６月２５日（金）   午後  ３時００分 定例会 

                 

 ほかにありますか。（特になし） 

 以上をもちまして，本日の委員会を閉会といたします。 

終了時刻   午後１時５５分 

 


